
 
 
 
 

 

 

 
 

11月の年末調整関係書類の提出ありがとうございました。提出された申告書に基づき大
島教育事務所での審査会を経て，第１回目の報告をしたところです。所得のある扶養親族等
について見込で報告されています。給与支払証明書（見込版）を提出された方は，12月支
払分の給与・賞与等が確定次第「確定版」を必ず提出してください。また，保険料控除証明
書等の証明書類が未提出の方も提出してください。引き続き，ご協力お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

2回目の報告では，1 回目の報告の際に報告できなかったものや，確定した給与の金額を基

に修正があれば報告します。変更があった場合は必ず早めに連絡してください。 

2 回目報告後に変更があった方や，医療費控除やふるさと納税等の寄付金控除の申告を

する方は個人で確定申告の手続きを取ってください。 

※ 確定申告書類は，税務署に直接提出するか，または e-Taxでも提出できます。 

 

 

 

 

 

① 災害や盗難などで住宅や家財に損害を受け，雑損控除を受けられる人。 

② 多額の医療費を支払ったため，医療費控除を受けられる人。 

③ 住宅の新築・購入等または中古住宅の取得等を行い，住宅借入金等特別控除を受ける初 

 年度の人。 

④ 寄付金控除や配当控除などを受けられる人。 （※ 詳しくは税務署へお尋ねください。） 
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下記に当てはまる場合，確定申告することにより，税金が還付される場合があり

ます。ご確認ください。 

今後の年末調整スケジュール 

12月末頃（還付等） 年末調整個人明細配布（1回目） 

1月 17日（月）  年末調整報告 2回目締切（最終） 

1月末頃（還付等） 年末調整個人明細配布（2回目） 

2月 1６日（水）～ 3月 15日（火） 確定申告 

医療費控除のワンポイント情報！ 

 年間に支払った医療費が 10万円以上（家族合算可）の場合，その医療費の額を基に計算され

る金額の所得控除を「医療費控除」として受けることができます。（最高 200万円） 

例)  手術・入院費用 100 万円 － 保険金補填 30万円 － 10万円 ＝ 医療費控除額 60万円 

例)  出産入院費用 60 万円 － 出産一時金 42万円 － 10万円 ＝ 医療費控除額 8 万円 

 

 

  

   

年末調整の今後の流れについて 

給与所得者の確定申告について 

https://4.bp.blogspot.com/-CgvKGH3m-fw/VlmdyghzbsI/AAAAAAAA1F0/b1VTvIK2jWo/s800/christmas_line4_kugel.png
https://1.bp.blogspot.com/-oGFs-64wlK8/Vlmdx_gIrqI/AAAAAAAA1Fs/_irxp-JZMKo/s800/christmas_line2_ribbon.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人事院勧告情報（一部抜粋） 

  例年 10～11 月頃に，給与・勤務条件，人事の改善に関する内容が県 HP 上で紹介されます。その中で，

私たち県職員の給与の額，方向性も発表されます。今年は，以下のとおりです。 

 〈 月例給 〉 

    ・ 民間給与との差は，県給与の方が 122円高い結果となっています。 

    ・ 若干，県給与の方が高いですが，ほぼ均衡していることから給料表の改定はありません。 

 〈 ボーナス（期末・勤勉手当） 〉 

    ・ 今年 12月分のボーナス割合は 0.15月分引き下げ予定でしたが，据え置きとなりました。 

    ・ 但し，来年６月のボーナスは減額調整されることとなります。 

（※ 詳細は別途協議され，調整されます。） 

    ・ 民間 ： 月例給の４．２８か月分  ＜  鹿児島県 ： 月例給の４．４５か月分 
 

      民間との均衡を図るため，0.15か月分引き下げられ下表のとおりの予定でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 実際の R3.12 の期末手当は，1.275 月分です。 

 ※ 現在，勤勉手当は，0.03 月分の抑制のため 0.935で計算されています。 

   但し，業績評価が反映されるようになり，職員によって計算割合が異なります。 

 ボーナス明細のどの部分を指しているの？ (支給明細書の支給率欄でご確認ください…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R3.６月 

R3.１２月

（当初）  

R3.１２月 

（減額後） 

期末手当 1．275 月分 1．275 月分 1．125 月分 

勤勉手当 ※ 0．95 月分 0．95 月分 0．95 月分 

各月計 2．225 月分 2．225 月分 2．075 月分 

６月＋１２月 計 4．45 月分 4．35 月分 

ボーナスには，標題のとおり２種類の手当区分が含まれています。 

 ○ 期末手当 ： 計算期間中の在職期間に応じて支給される手当です。 

           ６月（12/2 ～ 6/1 ） 12月（6/2 ～ 12/1） 

 ○ 勤勉手当 ： 上記期間の勤勉度を示す期間率とこの期間の成績査定により支給されます。 

           6月（10/1  ～ 3/31 ） 12月（4/1 ～ 9/30） 

１２月ボーナス（期末・勤勉手当について） 

パーセント表示になっています。 

0.15か月 

減額 

勤勉手当の成績率 （R3.12 現在） 

  


